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アフターコロナ 建設系業務の外国人について

⾧引くコロナ禍でつい忘れかけていますが、じつは深刻な日本の労働力不足。
２０３０年時点で「６４４万人」の人手不足が推定されています。
そこで国土交通省は建設分野で就労する外国人材の受け入れの環境整備に
注力しています。
国交省は現地の送り出し機関と連携し、
元実習生と受け入れ企業のマッチング支援を
２０２２年度に本格実施いたします
(概算要求で関連経費２億３７００万円)。
具体的には母国に帰国した元実習生の情報を把握し、
特定技能の在留資格取得を働きかけます。

■コロナ禍でも外国人労働者数は増加

２０２０年度国籍別外国人労働者数ランキング
１位 ベトナム人 ４４万人
２位 中国人 ４１万人
３位 フィリピン人 １８万人 （全体１７２万人中）

外国人労働者の中でも建設分野に携わる外国人数は、
平成２３年度から１０年間で５倍以上に増加！！（１.２万人→６.９万人）

コロナが明けると外国人が建設現場に入場する機会が増加することから、
外国人建設現場入場届出書のチェック業務が増えることが予測されます！！
又、建設現場での人手不足のため特定技能の在留資格を取得の必要が出てくる
ことも想像されます！！

建設キャリアアップシステムの登録が義務とされるケースがあります！！

それは、外国人を受け入れる事業者の場合です。
外国人を受け入れる事業者は、建設キャリアアップシステムの事業者登録と、
外国人本人の技能者登録の両方が義務付けられています。

グローアップでは行政書士の経験を活かして下記の事をサポート可能です。
・外国人建設現場入場届出書のチェック業務
・在留資格取得/変更/更新許可申請
・建設キャリアアップシステム登録（GS・Buildeeも対応可能）
・登録支援機関としてのサポート（日本語教育や生活サポートなど）
・技能実習生を受け入れている監理団体の監査・・・その他

行政書士法人グローアップについて

(日本の労働人口減少イメージ図)



Ｑ：「技人国」ビザであるが建設現場で働かせてもいいのか？
Ａ：現場での単純作業を伴う業務を行うことはできません。

施工管理、営業、事務、通訳等の業務に従事させる必要があります。

Ｑ：建設業で雇用できる外国人の在留資格はなにがあるのか？
Ａ：「特定技能」、特定活動「外国人建設就労者」、「技能実習」、「技能」、

「身分系の在留資格」、「資格外活動許可」になります。
在留資格により雇用条件と従事できる業務が違う点にご注意ください。

Ｑ：登録支援機関は何をしてくれるところなのか？
Ａ：「特定技能」では雇用する外国人に対して日本語教育や生活サポートなどの支

援までを行う必要があり、さらに３ヶ月に１回、役所への報告義務があります。
これらの支援や報告を代行してくれるのが登録支援機関です。

Ｑ：なにも知らずに不法就労をさせた場合どうなるのか？
Ａ：出入国管理及び難民認定法７３条の２により、

３年以下の懲役若しくは３００万円の罰金に処され、又はこれを併科されます。
このため、外国人を雇用する場合には、在留資格が適切か否かの確認や、
必要な手続きを行わなければいけません。

Ｑ：建設キャリアアップシステムの登録は義務になるのか？
Ａ：今現在は義務ではありません。
しかし、近い将来はCCUS登録をしていないと現場に入場できなくなることが
予測できます。
※外国人を受け入れる事業者と外国人本人の登録は義務です。

行政書士法人グローアップ
（登録支援機関番号19-000539）E-mail：info@glow-up.or.jp
【東京本社】東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー7F TEL03-5715-2938
【大阪本店】大阪府大阪市中央区本町2-6-10本町センタービル6F TEL06-6120-0571
【札幌準備室】北海道札幌市中央区大通西3-4明治安田生命札幌大通ビル8階 TEL011-281-9077
【広島準備室】広島県広島市南区松原町100 ビックフロント広島タワービル6階 TEL082-568-0480

■働き方改革について

２０２４年４月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されます。
上限規制の時間は月４５時間、年３６０時間です。
臨時的な特別な事情がある場合でも、単月で１００時間未満、
複数月平均８０時間以内、年７２０時間以内に収める必要があります。

※ただし、復旧・復興に関わる業務の場合については、単月で１００時間未満、
複数月平均８０時間以内の条件は適用されません。


